
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

神戸市水道局 

「条件付一般競争入札」による 

神戸市水道局所有地売払実施要領 
令和６年１月入札実施 

 

参加受付期間：令和５年 12 月 22 日(金)・25 日(月)・26 日(火)午後５時まで〔電話予約必要〕 

※随意契約（落札者がない）の場合は、令和６年１月 24 日(水)から受付(先着順) 
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主な変更点は次のとおりです。詳細は、この実施要領をご確認ください。 

① 最低売却価格を公表（実施要領に記載）します。 

② 入札保証金は、実施要領に記載した金額を事前に納付のうえ、「入札保証金提出書」を提出し

ていただきます。 

③ 入札書等を指定期間内に持参で提出していただき、開札日に開札します（開札の立ち会いは任

意。開札結果は入札参加者全員に郵送するほか、神戸市水道局ホームページ等で公表）。 

 ※なお、入札参加申込みは、従来どおり対面により受け付けます（事前に電話予約が必要）。 

④ 落札者以外の入札保証金については、「入札保証金提出書」に記載された金融機関の預金口座

への振込により返還します。（開札後２週間程度での振込を予定しています。） 

※「一般競争入札」の実施方法が変わりました！ 



「 条件付一般競争入札 」の主な手順 

 

Ⅰ 
現地見学会 

参加申込み 

受付期間：令和５年１１月１３日（月）から１１月１７日（金）まで 

詳しくは、Ｐ.５をご確認ください。 

※現地見学会参加申込みの受付時に、建物関係の図面等を配布いたします。 

 

Ⅱ 現地見学会 
実施日：令和５年１１月２１日（火）午前１０時～午後３時３０分 ※雨天決行 

※事前申込みをされていない方は、現地見学ができません。 

 

Ⅲ 
入札参加 

申込み 

現地見学会への参加が、入札参加申込み条件となります。 

入札参加希望者は、神戸市水道局指定の入札参加申込書に所定の事項を記入、

押印のうえ、受付日に受付場所まで直接お持ちください。（郵送不可） 

※ 入札参加申込みは、原則令和５年１２月２１日（木）までに電話予約が必

要です。（詳しくはＰ.６参照） 

受付日：令和５年１２月２２日（金）・２５日（月）・２６日（火）の３日間 

受付場所：神戸市水道局経営企画課（神戸市水道局総合庁舎４階） 

入札参加書類 

⑴入札参加申込書兼誓約書（様式③） 

⑵印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

⑶登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕（法人のみ） 

⑷委任状(様式④、代理人による入札及び契約を希望する場合のみ) 

※⑵･⑶は発行後３ヶ月以内のもの 

 

Ⅳ 
入札保証金 

納付 

入札参加受付後に、入札保証金の「納入通知書兼領収証書」や「入札書」の書式

等を送付いたしますので、入札保証金を神戸市の公金収納取扱金融機関で納付

してください。 

なお、「納入通知書兼領収証書」等入札必要書類が、令和６年１月５日（金）中

に到着しない場合は、神戸市水道局までお問い合わせください。 
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Ⅴ 入  札 

下記の入札期間中に、入札書類を、持参してください。 

入札期間 令和６年１月１５日（月）～ 同月１９日（金）午後５時まで（必着） 

持 参 先 

神戸市中央区橘通３丁目４番２号 

神戸市水道局総合庁舎４階 水道局経営企画課までお越しください。 

(受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時、祝日除く) 

入札書類 
⑴入札書（入札書提出用封筒に封入のこと） 

⑵入札保証金提出書（必要書類を貼付すること） 

 

Ⅵ 開   札 

開札日時 令和６年１月２３日（火）午前１０時より 

開札場所 
神戸市水道局総合庁舎４階「大会議室」 

※開札への立ち会いは任意です。 

 

Ⅶ 契   約 

契約 説明 会 令和６年１月３０日（火） 

契約締結期限 令和６年２月１５日（木）午後５時まで 

※契約説明会の詳細は、開札日以降に落札者に対してご連絡いたします。 

※上記の契約締結期限までに、署名・押印した契約書を提出していただきます。 

※入札保証金の全額を契約保証金に充当します。 

 

Ⅷ 
売 買 代 金 

の 支 払 い 

売買代金と契約保証金との差額を下記期限までに納付していただきます。 

売買代金支払期限 令和６年３月１５日（金） 

 

Ⅸ 
所有権の移転 

物件の引渡し 

所有権は、売買代金等完納と同時に買主に移転します。登記の手続きは神戸市

水道局が行いますが、諸費用（登録免許税等）は買主の負担となります。また、

登記の手続きに必要な書類をご提出いただきます。所有権移転登記完了後、現

地にて物件の引渡しを行います。 

 
 

※ 申込みに際しては、次ページ以降の実施要領を必ずお読みください。 
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「 条件付一般競争入札 」実施要領 
 

「建物等解体条件付一般競争入札」の参加に際しては、次の事項を承知のうえ、入札に参加してくだ

さい。 

また、法務局調査、現地調査、関係機関への照会など十分に物件調査を行ったうえで、お申込みいた

だくようにお願いします。 

 

１.入札物件 

所在・地番 実測面積（㎡） 最低売却価格（円） 入札保証金（円） 

垂水区本多聞２丁目１１番１ ６，６９９.８４ ３７５，０００，０００ １８，７５０，０００ 

最低売却価格は、残存する建物・建物に付属する工作物及び構造物の解体・撤去費に相当する額を

土地価格から減額して算定しています。 

 

☆ 注 意 事 項 ☆ 

・最低売却価格に達しない金額をもって入札したときは、その入札は無効となります。 

・落札後に契約を締結しなかった場合は、入札保証金の返還はできません。 

・入札参加に際しては、本実施要領をよくお読みいただき、また、現況、周辺環境や法令等の制限な

どについて十分に調査を行ったうえで、入札に参加してください。 

 

２．入札参加者の資格 

次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができません。 

また、随意契約（Ｐ.１２参照）についても同様とします 

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 

(2) 

神戸市における不動産の売払いに係る契約手続において次の事項のいずれかに該当すると神戸市が

認めたときから２年を経過しない者。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者についても、また同様とします。 

① 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の

利益を得るために連合したとき。 

② 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。 

③ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

④ 落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき。 

⑤ 神戸市における競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当た

り代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。 

(3) 
買い受けた土地を、暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する

等公序良俗に反する用に使用しようとする者。 
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(4) 

次の事項のいずれかに該当すると認められる者。 

① 神戸市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借受けた者で、当該不動産に係る

公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。 

② ①に該当する法人その他の団体の代表者、理事、取締役、支配人その他これらに類する地位

（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。 

③ ①又は②に該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。 

(5) 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定す

る暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団（同

法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者（神戸市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22年５月 26日管理者

決定）第５条に該当する者）。 

（上記の者に該当することが判明した場合には、違約金の請求、買戻権の行使、契約の解除の対象

となります。） 

３．契約にあたって付する主な特約事項 

(1) 

（公序良俗に反する使用の禁止） 

① 売払物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する

など公序良俗に反する用に使用してはならないこと。 

② 売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、①の使用の禁止を書面により承継させるもの

とし、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせてはならないこと。 

③ ②の第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様に①②の内容を転得者に承継すること

を書面で義務づけなければならないこと。 

④ 売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせて

はならないこと。この場合において、買主は、①の使用の禁止をまぬがれるものではないこと。 

⑤ ④の第三者が新たな第三者に売払物件を使用させる場合も同様に①④の内容を遵守させなけれ

ばならないこと。 

(2) 

（風俗営業等の禁止） 

① 契約締結の日から５年間、売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊

営業、同条第１１項に定める特定遊興飲食店営業の用に使用してはならないこと。 

② 契約締結の日から５年以内に売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、その残存期間に

ついて①の使用の禁止を書面により承継させるものとし、当該第三者に対して①の定めに反する

使用をさせてはならないこと。 

③ 契約締結の日から５年以内に売払物件を第三者に使用させる場合には、その残存期間につい

て、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせてはならないこと。この場合において、買

主は、①の使用の禁止をまぬがれるものではないこと。 
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(3) 

（建物の解体及び撤去） 

① 土地の引渡しの日から２年以内に、Ｐ.25 に示す建物の解体及び撤去を完了すること。 

② 解体撤去に要する一切の費用は買主の負担とすること。 

③ 解体撤去の範囲は、建物のほか、地下埋設物、建物の付属物等も含まれること。 

④ 建物の解体撤去に伴う官公署等との協議、届出等が必要な場合は、買主の責任において行うこと。 

⑤ 建物の解体撤去においては、関係法令等に基づいて適正に処理を行うものとし、特に建物の建材

については有資格者が事前調査を行い、石綿が含まれていた場合の撤去等に当たっては粉塵等が

飛散しないように処理すること。 

(4) 

（実地調査等） 

(1)(2)(3)について、神戸市水道局が必要であると認めるときは実地調査等を行いますが、買主に

は協力義務があります。 

(5) 

（違約金） 

上記の特約に違反したときは下記の金額を違約金として神戸市水道局に支払っていただきます。な

お、違約金に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとします。 

(1)(2)(3)の特約に違反したとき：売買代金の１００分の３０に相当する金額 

(4)の特約に違反したとき    ：売買代金の１００分の１０に相当する金額 

(6) 

（買戻特約及び特約登記） 

(1)(3)の特約に違反したときは(5)の違約金の徴収に加えて、土地の買戻しをすることができるも

のとします。買戻しの期間は、契約締結日から１０年間とします。また、買戻しの特約登記をする

ことがあります（※もし、転売されることがあっても、買戻特約の登記は抹消しません。）。なお、

登記しない場合であっても、買戻特約は有効です。 

※詳しくはＰ.１５～２０の「土地売買契約書」をご確認ください。 

 

☆ 注 意 事 項 ☆ 

「公序良俗に反する使用の禁止」や「風俗営業等の禁止」は、売払物件の所有権を第三者に移転す

る場合には書面により承継させる義務があります。所有権を移転させる際には、重要事項説明でそ

の旨を説明するとともに、売買契約書等に同様の特約条項を設けることなどにより、「公序良俗に反

する使用の禁止」や「風俗営業等の禁止」を転得者にも遵守させてください。また、第三者に使用

させる場合も同様です。 

 

４．入札の方法等 

（１）現地見学会参加申込み 

受付期間 
令和５年１１月１３日（月）から１１月１７日（金）まで 

受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時 

受付方法 

「現地見学会参加申込書」(様式①)に必要事項を記入し、必ず持参してください。 

「現地見学会参加申込書」（Ｐ.２９）は、神戸市水道局ホームページよりダウンロー

ドしてください。（https://kobe-wb.jp/news/tarumi/) 

※参加申込み受付時に、建物関係の図面等を配布いたします。 

受付場所 
神戸市中央区橘通３丁目４番２号 神戸市水道局総合庁舎４階 

神戸市水道局経営企画課 
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（２）現地見学会 

開催日時 
令和５年１１月２１日（火）午前１０時～午後３時３０分 ※雨天決行 

見学をご希望の方は、事前申込みが必要となります。 

集合場所 現地（市道舞子多聞線沿いの門扉よりお入りください。） 

そ の 他 

・現地見学会参加申込書受付後の写しをご持参ください。 

・現地での質疑応答は、原則として行いません。 

・車で来られる場合は、物件内に駐車してください。 

（３）質問の受付・回答 

受付期間 令和５年１１月２２日（水）から１１月３０日（木）まで 

受付方法 

Ｐ.３０の「質問票」 (様式②)に必要事項をご入力のうえ、下記のＥメールアドレス

に送信してください。 

Ｅメールアドレス：katsuyou_wb@office.city.kobe.lg.jp 

回答方法 
回答期限：令和５年１２月８日（金）午後５時 

質問者全員に、全質問の回答内容をＥメールで返信します。 

（４）入札参加申込み 

入札参加希望者は、下記の要領により入札参加申込みを必ず行ってください。 

下記の期間に参加受付を行っていない場合は、入札に参加することはできません。 

① 参加受付 

受付日 

及び 

時 間 

令和５年１２月２２日（金）・２５日（月）・２６日（火）の３日間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

※入札参加申込みを希望する方は、日程調整を行いますので、原則として

令和５年１２月２１日（木）までに、神戸市水道局経営企画課 

（TEL:０７８－３８１－７８３６）に連絡し、受付日時を予約のうえ、直

接参加書類を持参してください。※郵送等による申込みは受付けません。 

なお、予約をされていない場合は、予約が入っていない時間までお待ちい

ただくことになります。 

受付場所 
神戸市中央区橘通３丁目４番２号 神戸市水道局総合庁舎４階 

神戸市水道局経営企画課 

② 入札参加 

書類 

・「入札参加申込書兼誓約書」（様式③）に必要事項を記載し、実印を押印してくださ

い。（連名の場合は、連名者全員の必要事項の記入及び実印の押印が必要です。） 

※「入札参加申込書兼誓約書」（Ｐ.３２）は、神戸市水道局ホームページよりダウン

ロードしてください。（https://kobe-wb.jp/news/tarumi/) 

※「入札参加申込書兼誓約書」の記入例は、Ｐ.３１をご参照ください。 

※ 落札後の売買契約の締結や所有権移転登記は、「入札参加申込書兼誓約書」に記載

された名義でしか行いません。共有を希望される場合には、必ず連名でお申込みく

ださい。 
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③ 提出書類 

● 入札参加申込書兼誓約書（様式③） 

● 添付書類（(ア)・(イ)は、発行後３ヶ月以内のもの） 

(ア) 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

(イ) 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（法人のみ） 

(ウ) 委任状(様式④)及び受任者本人と確認できるもの(社員証・運転免許証などの提

示)（代理人により入札及び契約をしようとする場合のみ） 

※ 連名で申し込まれる場合は、連名者全員の添付書類が必要となります。 

※ 「委任状」（Ｐ.３４）は、神戸市水道局ホームページよりダウンロードしてくださ

い。 

(https://kobe-wb.jp/news/tarumi/) 

※ 「委任状」の記入例は、Ｐ.３３ご参照ください。 

※ 入札参加者から一度ご提出いただいた書類は、理由にかかわらず一切返却できま

せん。 
 

☆ 注 意 事 項 ☆ 

・入札参加書類に記入漏れや実印の相違などがあった場合や添付書類の送付漏れがあった場合など

は、入札に参加できない場合がありますので、書類の記載内容等を十分にご確認ください。 

・入札参加申込み後に、住所、氏名、代表者名等の変更があった場合は、神戸市水道局経営企画課

までご連絡ください。 

 

（５）入札必要書類の送付について 

入札参加受付後に、神戸市より下記の入札に必要な書類を郵送します。 

（１２月２８日（木）頃発送予定） 

① 送付書類 

・ 入札書  

・ 入札保証金提出書 

・ 入札保証金の「納入通知書兼領収証書」 

・ 入札書提出用封筒（白色） 

② そ の 他 
令和６年１月５日（金）中に送付書類が到着しない場合は、神戸市水道局経営企画課

（TEL:０７８－３８１－７８３６）までご連絡ください。 

（６）入札保証金の納付について 

入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただく必要がありますので、下記要領によ

り納付してください。 

① 入札保証金額 入札保証金額は、Ｐ.３の「１．入札物件」でご確認ください。 

② 納 付 方 法 
神戸市水道局より送付する所定の「納入通知書兼領収証書」により、神戸市の公

金収納を取り扱っている金融機関で納付してください。 
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☆ 注 意 事 項 ☆ 

・入札保証金が納入期限までに納付されていない場合、入札は無効となりますので、余裕をもって納

付してください。 

・入札保証金の納付には、神戸市水道局から送付した「納入通知書兼領収証書」をご使用ください。

所定の「納入通知書兼領収証書」以外の方法で入札保証金を納付された場合、入札は無効となりま

す。 

・落札できなかった場合の入札保証金の返還方法については、Ｐ.１１の「６．入札保証金返還・帰属

等」でご確認ください。入札保証金の返還には、開札後２週間程度かかります。なお、返還する口座

情報に不備があった場合は、さらに時間を要する場合があります。 
 
（７）入札方法 

入札参加希望者は、上記（５）で送付した入札必要書類により、下記のとおり入札をしてくだ

さい。なお、提出された「入札書」の書換え、引換え又は撤回を行うことはできません。 

① 入札書の 

記載・封入 

・ 「入札書」に必要事項を記載し、実印を押印してください。 

※ 入札金額は、物件の価格の総額を表示してください。 

※ 金額のはじめの数字の前に必ず「￥マーク」を記入してください。 

※ インク又はボールペンにより記入してください。 

・ 「入札書提出用封筒」（白色）に「入札書」のみを入れて、封をしてください。 

・ 「入札書提出用封筒」（白色）に実印で割印をしてください。 

② 入札保証金 

提出書の記載 

・ 「入札保証金提出書」に必要事項を記載し、実印を押印してください。 

・ 納付済の「納入通知書兼領収証書」の写しを「入札保証金提出書」の所定の場

所に必ず貼り付けてください。 

・ 返還用口座の確認できる書類（通帳など）の写しを「入札保証金提出書」の所

定の場所に、できるだけ貼り付けてください。 

※ 入札保証金の返還用口座内容については、通帳等により正確に記入してくださ

い。記入に誤りがある場合は、変更願の提出をお願いするなど、返還に日数を

要することとなります。 

③ 入札書類の 

提出 

・下記提出書類を、直接持参してください。 

入札期間 令和６年１月１５日（月）～ 同月１９日（金）午後５時まで（必着） 

提 出 先 

神戸市中央区橘通３丁目４番２号 神戸市水道局総合庁舎４階 

神戸市水道局経営企画課 

※ 受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時 

提出書類 
・入札書提出用封筒（上記①で入札書の記載・封入したもの） 

・入札保証金提出書（上記②で記載したもの） 

④ 入札の変更等 

・入札書類を提出した後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはでき

ません。 

・入札を辞退する場合は、神戸市水道局より送付する「入札必要書類の送付につ

いて」の左下空白に「入札辞退」と記載し、同封している「入札書」及び「納入

通知書兼領収証書」と併せてご返送ください。 
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☆ 注 意 事 項 ☆ 

・落札後に契約を締結しなかった場合は、入札保証金の返還はできません。 

・現況、周辺環境や法令等の制限などについて十分に調査を行ったうえで、入札してください。 
 
（８）開札 

下記の日程により、開札を行います。なお、開札への立ち会いは任意です。ただし、入札参加

者以外が、開札会場へ入場することはできません。 

※ 会場等、変更があれば入札参加申込者に事前に通知します。 
① 日 時 令和６年１月２３日（火） 午前１０時より 

② 場 所 神戸市中央区橘通３丁目４番２号 神戸市水道局総合庁舎４階「大会議室」 

③ 持参する物 
開札会場への入場には、入札保証金の「納入通知書兼領収証書」(原本)が必要と

なりますので、必ずご持参ください。 

④ 落札者の決定 

最低売却価格（予定価格）以上の価格のうち、最高の価格をもって入札した者を

落札者とします。ただし、後日、入札保証金の未納付や入札者の資格の欠如など

Ｐ.９「（９）入札の無効」に定める事項に該当することが判明した場合は、その

者の入札を無効とし、次に高い価格をもって入札した者を落札者とします。 

※同価の場合 

落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者

に受付番号順でくじを引かせて落札者を決定します。この場合において、開札に

参加していない者など、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない神戸市職員にくじを引かせます。 

⑤ 結果の通知 
開札結果は、入札参加者全員に対して郵送いたします。 

令和６年１月２４日（水）（発送予定） 

⑥ その他 開札会場では、落札者の氏名及び落札金額を発表します。 

（９）入札の無効 

次のいずれかに該当する場合は、無効とします。 

・「入札書」が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

・「入札参加申込書兼誓約書」もしくは「入札保証金提出書」の提出がないとき。 

・最低売却価格（予定価格）に達しない金額をもって入札したとき。 

・「入札書」の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

・「入札書」に記名及び押印がないとき。 

・「入札書」の金額のはじめの数字の前に「￥」マークがないとき。 

・一の入札に対して２通以上の「入札書」を提出したとき。 

・入札保証金を納付せず、又はその金額に不足があるとき。 

・代理人による入札の場合において、「委任状」を提出しないとき。 

・入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札をしたとき。 

・入札者の資格のない者が入札したとき。 

・神戸市水道局から交付された「入札書」以外の入札書により入札したとき。 

・鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により「入札書」に記入したとき。 

・「入札書」の金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないとき。 

・前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

-9-



（１０）その他 

① 入札結果の公開 

入札参加者全員の入札額（落札額含む）及び落札者名は公開とします。 

（開札日の午後４時以降、神戸市水道局総合庁舎４階 水道局経営企画課に掲

示します。） 

また、落札者が法人の場合は、落札者の住所及び連絡先（電話番号、担当部署

等）も公開することがあります。 

② 入札の中止 

不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の

実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止または延期することがあ

ります。 

③ 再入札 再入札は行いません。 

５．契約手続き 

（１）契約の締結 

① 契約説明会 

契約説明会日程 令和６年１月３０日（火） 

・契約説明会には、本人又は委任を受けた代理人の出席が必要です。 

・詳細は、開札日以降に送付する「落札通知書」にてご連絡いたします。日時の

都合が悪い方は、事前に必ず水道局経営企画課までご連絡ください。 

② 場所 神戸市中央区橘通３丁目４番２号 神戸市水道局総合庁舎４階「中会議室」  

※落札者に直接連絡いたします。 

③ 必要書類等 ・下記の必要書類を持参してください。 

【全員】 

(ｱ) 落札通知書（落札決定後に神戸市より送付します。） 

【個人のみ】 

(ｲ) 成年後見制度における登記されていないことの証明書 

※ 成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないことの証明が必要です。 

※ 法務局又は地方法務局で交付してもらってください。手続きについては、最寄り

の地方法務局にお問い合わせください。 

（神戸地方法務局 神戸市中央区波止場町１番１号 TEL:078-392-1821） 

(ｳ) 破産に関する証明書 

※ 本籍地の市区町村で交付してもらってください。 

【契約説明会の当日に「土地売買契約書」に署名・押印を希望する場合のみ】  

(ｴ) 実印（代理人が契約を締結する場合は、「委任状」と委任状に押印した受任者の

印鑑） 

(ｵ) 土地売買契約書に貼付する収入印紙（事前に郵便局等でご購入ください。） 

④ 契約締結 

契約締結期限 令和６年２月１５日（木）午後５時まで 

・上記契約締結期限までに、署名･押印し収入印紙を貼付した「土地売買契約書」を

提出していただきます。 

・なお、上記①の契約説明会当日に「土地売買契約書」に署名・押印をすることも

できます。当日に署名・押印を希望する場合は、事前に必ず神戸市までご連絡いた

だき、上記③の(ｴ)・(ｵ)も持参してください。 
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（２）契約の確定 

契約は、神戸市水道局が落札者とともに「土地売買契約書」に署名・押印したときに確定します。 

（３）契約保証金 

① 入札保証金の充当 契約の確定と同時に、入札保証金の全額を契約保証金に充当します。 

② 契約保証金の充当 
契約保証金は、売買代金と契約保証金との差額の支払いと同時に、売買代金

に充当します。 

③ 契約保証金の帰属 

契約者が売買代金と契約保証金との差額を納入期限までに納入しない等の理

由により、売買契約を解除した場合には、契約保証金は神戸市水道局に帰属

します。 

６．入札保証金返還・帰属等 

(1) 返還方法 

・落札者以外の者が納付した入札保証金は、「入札保証金提出書」に記載された

金融機関の預金口座に振り込む方法により返還します。 

ただし、入札保証金は、その受入期間について利息は付きません。 

・返還には開札後２週間程度かかります。なお、返還する口座情報に不備があっ

た場合などは、より時間を要することがあります。 

(2) 入札保証金の 

帰属 

落札者が、契約締結期限までに契約の締結に応じない場合には、落札はその効力

を失い、落札者が納付した入札保証金は、神戸市水道局に帰属します。 

７．売買代金の支払期限 

売買代金と契約保証金（＝入札保証金）との差額を、下記期限までに納付していただきます。 
売買代金支払期限 令和６年３月１５日（金） 

８．契約費用及び公租公課等 

次の費用等は、落札者の負担となります。 
・「土地売買契約書」に貼付する収入印紙の費用 

・所有権の移転登記に必要な登録免許税 

・落札者を義務者として課される公租公課 

・その他契約に要する費用 

※ 内容については、各関係機関にお問い合わせください。 

参 考 

〔契約書貼付の収入印紙の額〕 ※令和６年３月３１日まで 

        〔契 約 金 額〕           〔収入印紙の額〕 

     １億円を超え    ５億円以下のもの       ６万円 

     ５億円を超え   １０億円以下のもの      １６万円 
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９．所有権の移転及び物件の引渡し 

(1) 所有権の移転 

所有権は、売買代金完納と同時に移転します。登記の手続きは神戸市水道局が行

いますが、登録免許税等諸費用は落札者の負担となります。 

※登記に際して、「印鑑証明書」、「住民票（マイナンバーの記載がないもの）」、

「代表者事項証明書」等必要書類のご提出をお願いします。 

※所有権移転登記は、「入札参加申込書兼誓約書」に記載された名義でしか行い

ません。 

 

 

 

 

 

 

(2) 物件の引渡し 

売払物件は所有権移転登記完了後、現状有姿で現地立ち会いのうえ引渡しを行い

ます。 

※ 現地に設置されているフェンス等を神戸市水道局で撤去することはありませ

ん。 

１０．随意契約 

落札者がないときは、随意契約にて売り払う場合があります。先着順で「市有不動産売却願兼

誓約書」を提出していただき、最低売却価格以上の金額であった場合に契約手続きを進めて行

きます。 

(1) 随意契約 
最終的に随意契約の対象となった場合は、開札終了後、神戸市水道局総合庁舎

４階（水道局経営企画課）の掲示板に掲示します。 

(2) 必要な資格 
入札参加資格と同様とします。Ｐ.３の「２．入札参加者の資格」をご確認く

ださい。 

(3) 売却願提出期間 令和６年１月２４日（水）午前９時 ～ 令和６年１０月１０日（木）午後５時 

(4) 売却願提出方法 

・「市有不動産売却願兼誓約書」(様式⑤、Ｐ.３６)に必要事項を記入・押印の

うえ、添付書類を添えて、下記提出場所まで持参してください。 

（添付書類） 

① 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

② 登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕（法人のみ） 

※①・②は、発行後３ヶ月以内のもの 

（提出場所） 

神戸市中央区橘通３丁目４番２号 神戸市水道局総合庁舎４階 

神戸市水道局経営企画課 

受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時（土・日・祝日を除く） 

※ 郵送での売却願の提出は受け付けませんので、必ず持参してください。 

 

〔登録免許税額〕 

登録免許税額＝課税標準額×１５／１，０００（令和８年３月３１日まで） 

※課税標準額：固定資産税課税台帳価格 

（入札物件の近傍宅地の固定資産税課税台帳に比準して算定） 
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※先着順の受付となります。〔受付の初日 令和６年１月２４日(水)について

は、午前９時に神戸市水道局経営企画課に到着している者は同着とみなしま

す。〕なお、複数の「市有不動産売却願兼誓約書」が同時に提出された場合に

は、最高価格を提示した者に対して売り払います。また、同価の場合は、抽選

により売り払う対象者を決定いたします。 

※「市有不動産売却願兼誓約書」の記入例は、Ｐ.３５をご参照ください。 

(5) そ の 他 

・随意契約受付後に、神戸市水道局より契約保証金の「納入通知書兼領収証書」

を送付しますので、神戸市の公金収納を取り扱っている金融機関で納付してく

ださい。契約保証金納付後に契約を締結いたします。 

・契約締結の時に、下記の必要書類を提出していただきます。 

【全員】 

① 土地売買契約書に貼付する収入印紙 

【個人のみ】 

② 成年後見制度における登記されていないことの証明書 

※ 成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないことの証明が必要

です。 

※ 法務局又は地方法務局で交付してもらってください。手続きについては、

最寄りの地方法務局にお問い合わせください。 

（神戸地方法務局 神戸市中央区波止場町１番１号 TEL:078-392-1821） 

③ 破産に関する証明書 

※ 本籍地の市区町村で交付してもらってください。 

・契約締結後は、契約者氏名及び契約金額を公開とし、契約者が法人の場合は

契約者の住所及び連絡先（電話番号、担当部署等）も公開することがありま

す。 

１１．その他 

(1) 入札に参加しようとする方は、本要領に記載された事項を熟読しておいてください。なお、物件

調書、位置図、画地図は参考資料としてご利用ください。 

(2) 現状有姿での売渡しとなりますので、必ず事前に現地で現況等を確認し、不明な点につきまして

は事前に関係機関に確認のうえ、入札にご参加ください。 

(3) 土地の利用制限等については、あらかじめ各自で関係機関にご確認ください。 
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☆☆☆ Ｑ＆Ａ ☆☆☆ 

質  問 回  答 

入札保証金はいつまでに納付す

ればいいのでしょうか。 

入札書提出時に、入札保証金の納入通知書兼領収証書（納付済）

の写しを提出していただく必要がありますので、入札書提出まで

に納付してください。 

購入に際して、資金の面で共有

にしたいのですが。 

落札後の売買契約の締結や所有権移転登記は、「入札参加申込書

兼誓約書」に記載された名義でしか行いません。共有を希望され

る場合には、必ず連名でお申込みください。 

落札後に契約を締結しなかった

場合、入札保証金はどうなりま

すか。 

入札保証金は神戸市水道局に帰属するため、入札保証金の返還は

できません。 

売買契約締結後、転売はできま

すか。また、分筆はできます

か。 

・転売は可能です。ただし、特約条項を承継させる必要がありま

す。 

・分筆は可能です。ただし、分筆作業（境界確認等を含む）は落

札者の負担となります。 

物件調書の「ガス」、「水道」、

「下水道」の欄に「配管有」と

ありますが、引き込み工事は神

戸市でしてもらえるのでしょう

か。 

・前面道路に本管が設置されているものの、宅地内への引き込み

は確認できていません。 

・利用にあたって必要な工事は、落札者の負担において行ってい

ただくことになりますので、土地の利用に際しては、入札する前

に必ず供給事業者と十分な協議を行ってください。 
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土 地 売 買 契 約 書 
 

売主 神戸市（以下「甲」という。）と買主              （以下「乙」と

いう。）との間に、土地の売買に関し、次の条項により契約を締結する。 
 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件及び売買代金） 

第２条 甲は、その所有にかかる末記の土地（以下「この土地」という。）を現状有姿のまま

乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。 
２ この土地の売買代金は、￥               とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として￥             を甲

に納付しなければならない。ただし、契約保証金には乙が既に納付した入札保証金全額を充

当するものとする。 
２ 前項の契約保証金には、利息は付さない。 

（売買代金の納入） 

第４条 乙は、第２条第２項に定める売買代金と前条第１項に定める契約保証金との差額を、

令和６年３月１５日（以下「納入期限」という。）までに、甲の発行する納入通知書により、

甲の指定する金融機関に納入するものとする。 
２ 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当するものと

する。 

（遅延利息等） 

第５条 乙は、売買代金を納入期限までに納入できないときは、あらかじめ甲に届け出て、そ

の承認を得なければならない。 
２ 乙は、売買代金を納入期限までに納入しなかったときは、納入期限の翌日から納入の日ま

での日数に応じ、年１４．６％の利率で計算した遅延利息を、甲の発行する納入通知書によ

り、甲の指定する金融機関に納入しなければならない。 

（所有権の移転及び移転登記） 

第６条 この土地の所有権は、乙が売買代金及び前条第２項に規定する遅延利息（以下「売買

代金等」という。）を完納したときに、甲から乙に移転するものとする。 
２ 甲は、乙が売買代金等を完納し、登記に必要な書類を甲に提出した後速やかに、管轄登記

所に対しこの土地の所有権移転登記を嘱託するものとする。 

（土地の引渡し） 

第７条 甲は、前条第１項の所有権移転の後、この土地を乙の立会いのもとに引き渡すものと

する。 

（危険負担等） 

第８条 乙は、第６条第１項の所有権移転の後、前条の土地の引渡しのときまでにおいて、こ

の土地が甲の責に帰することのできない事由により滅失又は毀損しても、甲に対して売買代

金の減免を請求することができないものとする。 

印 

紙 
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（契約不適合責任） 

第９条 乙は、この土地にこの契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対

して履行の追完請求、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることが

できない。ただし、当該契約の不適合が、甲の責任によって生じたものである場合に限り、

乙は、履行の追完請求、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、

引渡しの日から２年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応

じるものとする。 

（公序良俗に反する使用の禁止） 

第１０条 乙は、この土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活

動のために利用する等公序良俗に反する用に使用してはならない。 
２ 乙は、この土地の所有権を第三者に移転する場合には、前項の使用の禁止を書面によって

承継させるものとし、当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさせてはならない。 
３ 乙は、前項の第三者がこの土地の所有権を移転する場合にも同様に前２項の内容を転得者

に承継することを書面で義務づけなければならない。 
４ 乙は、この土地を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して本条第１項の定めに

反する使用をさせてはならない。この場合において、乙は、第１項の使用の禁止をまぬがれ

るものではない。 
５ 乙は、前項の第三者が新たな第三者にこの土地を使用させる場合も同様に、本条第１項及

び第４項の内容を遵守させなければならない。 

（風俗営業等の禁止） 

第１１条 乙は、この契約締結の日から５年間、この土地を風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５

項に定める性風俗関連特殊営業、同条第１１項に定める特定遊興飲食店営業の用に使用して

はならない。 
２ 乙は、この契約締結の日から５年以内にこの土地の所有権を第三者に移転する場合には、

その残存期間について、前項の使用の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者

に対して前項の定めに反する使用をさせてはならない。 
３ 乙は、この契約締結の日から５年以内にこの土地を第三者に使用させる場合には、その残

存期間について、当該第三者に対して本条第１項の定めに反する使用をさせてはならない。

この場合において、乙は、第１項の使用の禁止をまぬがれるものではない。 

（建物の解体及び撤去） 

第１２条 乙は、この土地の引渡しの日から２年以内に、末尾記載の建物の表示の建物等（以

下「建物」という。）の解体及び撤去（以下「解体撤去」という。）を完了しなければならな

い。 
２ 解体撤去に要する一切の費用は、乙の負担とする。 
３ 解体撤去の範囲は、建物のほか、地下埋設物、建物の付属物等も含まれるものとする。 
４ 乙は、建物の解体撤去が完了したときは、速やかに、書面により甲に報告しなければなら

ない。 
５ 乙は、やむを得ない事由により、第１項に定める工事期限の延長を必要とするときは、事

前に理由を付した書面により甲に申出を行い、甲の承認を得なければならない。 
６ この土地の引渡しの日から解体工事完了日までの建物の管理責任は乙にあるものとし、乙

は善良な管理者の注意をもって建物を管理しなければならない。なお、建物の管理に関する
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一切の経費は乙の負担とし、甲は建物に係る土地使用料等一切の経費を負担しない。 
７ 乙は、建物の解体撤去において、第三者から苦情または異議申立があった場合は、乙の責

任において解決するものとする。この場合、第三者に危害または損害を与えた場合は、乙は

その責めを負うものとする。 
８ 乙は、建物の解体撤去において、官公署等との協議、届出が必要な場合は、乙の責任にお

いて行うものとする。 
９ 乙は、建物の解体撤去において、関係法令等に基づいて適正に処理するものとする。 

（実地調査等） 

第１３条 甲は、前３条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、乙に対し、質問し、

立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料

の提出を求めることができる。 
２ 乙は、甲から要求があるときは、前３条に定める内容に関し、その事実を証する書類その

他の資料を添えてこの土地の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 
３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは

資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１４条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ次の各号に定める金額（た

だし、１円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。）を違約金として甲

に支払わなければならない。 
(1) 第１０条、第１１条又は第１２条第１項に定める義務に違反したときは、第２条第２項

に定める売買代金の１００分の３０に相当する金額 

(2) 前条に定める義務に違反したときは、第２条第２項に定める売買代金の１００分の１０

に相当する金額 

２ 前項の違約金は、違約罰であり、第１６条第３号及び第１７条第３項第４号に定める損害

賠償の額の予定又はその一部とは解釈しない。 

（買戻特約及び特約登記） 

第１５条 甲は、乙又はこの土地の転得者が第１０条、第１２条第１項の定めに違反した場合

には、この土地の買戻しをすることができるものとする。 

２ 前項に定める買戻しの期間は、この契約締結の日から１０年間とする。 

３ 甲は、前２項の規定に基づく買戻しの特約登記をすることができるものとする。この場合

において、甲が請求したときは、乙は特約登記に必要な書類を第６条第２項の書類とともに

甲に提出しなければならない。 

（買戻権の行使） 

第１６条 甲が、前条に定める買戻権を行使するときは、次の各号によるものとする。 

(1) この土地の売買に伴い乙が支払った売買代金（この土地の一部について買戻権を行使す

る場合にあっては、買戻し対象地の面積がこの土地の総面積に占める割合を売買代金に乗

じた額）は、乙が第１８条に定める義務を履行した後、利息を付さないで返還するものと

する。 

(2) 乙が負担した契約費用及びこの土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用並びに

乙が支払った第５条第２項の規定による遅延利息及び第１４条第１項の規定による違約

金は、甲は、乙に償還又は返還しないものとする。 

(3) 甲に損害があれば、甲は、乙にその賠償を請求することができる。 

-17-



 

(4) 乙に損害があっても、乙は、甲にその賠償を請求することができない。 

（契約の解除） 

第１７条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて催告の

うえ、この契約を解除することができる。 

２ 次の各号の一に該当するときは、甲は、催告を要しないで直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

(1) 乙が第１０条の定めに違反したとき。 

(2) 乙に偽りその他不正な行為があったとき。 

３ 前２項の規定により、甲がこの契約を解除した場合は、次の各号によるものとする。 

(1) 乙が第４条第１項に定める義務を履行していないときは、契約保証金は甲に帰属し、 

返還しない。 

(2) 乙が第４条第１項に定める義務を既に履行しているときは、甲は、乙が次条に定める義

務を履行した後、既納の売買代金から契約保証金相当額を差し引いたうえで残額を利息を

付さないで乙に返還するものとする。ただし、この場合における契約保証金相当額は、第

１４条第１項の規定による違約金の一部又は本項第４号に定める損害賠償の額の予定若

しくはその一部とは解釈しない。 

(3) 乙が負担した契約費用及びこの土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用並びに

乙が支払った第５条第２項の規定による遅延利息及び第１４条第１項の規定による違約

金は、甲は、乙に償還又は返還しないものとする。 

(4) 甲に損害があれば、甲は、乙にその賠償を請求することができる。 

(5) 乙に損害があっても、乙は、甲にその賠償を請求することができない。 

（原状回復の義務） 

第１８条 甲が第１５条に規定する買戻権又は前条に規定する解除権を行使したときは、乙は、

自己の費用と責任において、この土地を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなけ

ればならない。ただし、甲が原状に復することを必要としないと認めるときは、この限りで

はない。 

（相殺等） 

第１９条 甲が第１５条に規定する買戻権又は第１７条に規定する解除権を行使した場合に

ついて、以下のとおり定める。 

(1) 乙が甲に対して有する売買代金返還請求権は譲渡できない。 

(2) 甲が乙に対して有する違約金請求権は譲渡できない。 

(3) 乙が甲に対して有する売買代金返還請求権と甲が乙に対して有する違約金請求権は、甲

の買戻権又は解除権の行使により当然に相殺されるものとする。 

(4) 甲は、乙が第１６条第３号又は第１７条第３項第４号に規定する損害賠償金を甲に支払

うべき義務があるときは、返還する売買代金と相殺することができる。 

２ 前項の場合において、乙、この土地の転得者又はこの土地の上に住宅を所有する者が独立

行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）及び機構の証券化支援事業によって機

構に債権を譲渡することとなる金融機関（以下これらを「機構等」という。）との間で金銭

消費貸借契約を締結し、機構等に対して債務を負っているときは、甲は、前項の相殺後の返

還金額の範囲内において機構等の債権相当額を機構等に償還し、残額を乙に返還することが

できるものとする。 
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（公租公課） 

第２０条 この土地に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課されるものについて

は、乙の負担とする。 

（契約費用等） 

第２１条 この契約の締結に要する費用及び第６条第２項の所有権移転登記手続に要する費

用は、乙の負担とする。 

（相隣関係等） 

第２２条 乙は、土地引渡し以後においては、十分な注意をもって土地を管理し、近隣住民そ

の他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。 

（暴力団等に対する除外措置） 

第２３条 乙は、本契約締結にあたり、乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に

関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団を

いう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸市水道局契約事

務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当

する者）に該当しないことを確認する。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力

団員である法人等、その他暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者で

あることが判明した場合には、甲は乙に対して違約金の請求、買戻権の行使、契約の解除を

行うことができる。 

３ 前項の違約金は、第２条第２項に定める売買代金の１００分の１０に相当する金額とし、

第１４条第２項の規定を準用する。 

４ 第２項の買戻権の行使にあたっては、第１５条第１項及び第２項並びに第１６条の規定を、

契約の解除にあたっては、第１７条の規定をそれぞれ準用する。 

（管轄裁判所） 

第２４条 この契約から生じる一切の訴えについては、この土地の所在地を管轄する地方裁判

所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第２５条 この契約において疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲

乙協議のうえ定めるものとする。 
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この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

神戸市中央区橘通３丁目４番２号 

甲  神  戸  市 

代表者 神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸 ㊞ 

 

住所 

乙 

氏名                      ㊞ 
 
 

記 
土地の表示 

所    在 地 番 地 目 
地   積 

公 簿 実 測 

神戸市垂水区本多聞二丁目 １１番１ 宅 地 ６，６９９.８４㎡ ６，６９９．８４㎡ 

別紙添付図面のとおり 
建物の表示 

№ 名称 構造 地上階数 延床面積 

① 事務所棟 鉄筋コンクリート造 ２ ２，２３３.６５㎡ 

② 書庫 鉄骨造 １ ２４．３０㎡ 

③ 書庫・更衣室 鉄骨造 １ ５２．６５㎡ 

④ 車庫 鉄骨造 １ ７２４．７５㎡ 

⑤ 駐輪場 鉄骨造 １ １９．６０㎡ 

⑥ 油庫 コンクリートブロック造 １ ３．９８㎡ 

⑦ 高圧受電設備    

別紙添付配置図のとおり 
 

〔担当部局 水道局経営企画課〕 
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【神戸市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年５月 26 日管理者決定）抜粋】 

（暴力団等に関係するかどうかの照会） 

第４条 管理者は、必要があると認めるときは、平成 22 年５月 26 日付けで兵庫県警察本部長（以下

「本部長」という。）との間で取り交わした神戸市が行うすべての契約等からの暴力団等の排除に関

する合意書に基づいて又は当該合意書の趣旨に基づいて、次に掲げる者に関して次条各号に定める

事項に該当するかどうかにつき、神戸市行財政局長を通じて本部長に対し照会を行うものとする。 

(1) 省略 

(2) 公有財産処分等契約に関連して次に掲げる者 

ア 次に掲げる書面を管理者又は市長に提出した者 

(ｱ) 入札参加申込書 

(ｲ) (ｱ)に掲げるもののほか、公有財産処分等契約について本市の契約の相手方になることを希

望する旨の書面 

イ 本市と契約を締結する予定となっている者又は候補となっている者 

ウ 本市が契約を締結した場合にあっては、当該契約の相手方 

エ アからウまでに掲げるもののほか、本市が締結しようとしている契約についての事務の連絡を

行う者その他の関係者 

(3) 省略 

(4) 省略 

(5) 省略 

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらの者に準ずる者として管理者が認める者 

２ 前項の照会を行う際に本部長に提供する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する

法律（平成 15年法律第 57 号）の規定に従わなければならない。 

第５条 前条第１項に規定する次条各号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 前条第１項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等について暴力団員が、役

員として又は実質的に、経営に関与していること。 

(2) 前条第１項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、当該個人又は個人事業

者が暴力団員であること。 

(3) 前条第１項各号に掲げる者が、暴力団員を、相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理

人として選任していること。 

(4) 次に掲げる者のいずれかが、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の

利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団の威力を利用していること。 

ア 前条第１項各号に掲げる者 

イ 前条第１項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等の役員 

ウ 前条第１項各号に掲げる者に使用される者であって、相当の責任の地位にある者 

(5) 前号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に

金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。 

(6) 第４号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等に関係する事業者であることを知りなが

ら、当該事業者に下請負又は再委託を行い、その他当該事業者を利用していること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、第４号アからウまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等と社会的に 

非難されるべき関係を有していること。 
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☆ ☆ ☆ 注 意 事 項 ☆ ☆ ☆ 

●土地は現況でお渡しします。土地の現況や電柱、支線、街灯、その他施設の位置等を必ず現

地でご確認のうえで、お申込みください。 

●土地の利用制限等については、あらかじめ各自で関係機関にご確認ください。 

（ 物 件 調 書 ） 

●物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者

ご自身において現地及び諸規制について調査確認を行ってください。 

●物件調書の道路状況欄中、〔 〕内の表記は建築基準法上の道路種別を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件調書・解体撤去の対象物・位置図・画地図 

【参考】建築基準法第４２条（抄） 
第４２条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員４メートル（特定行政庁がその地

方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定す

る区域内においては、６メートル。次項及び第３項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを除く。）

をいう。  
一 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路  
二 都市計画法、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）、旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年

法律第１６０号）、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）、新都市基盤整備法（昭和４７年法律第８６号）、

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）又は密集

市街地整備法（第６章に限る。以下この項において同じ。）による道路 
三 この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道 
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び

住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路

で、２年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市

基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法に

よらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位

置の指定を受けたもの  
２ この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員４メートル未満の道で、特定行政庁

の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離２メートル（同

項の規定により指定された区域内においては、３メートル（特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安

全上支障がないと認める場合は、２メートル）。以下この項及び次項において同じ。）の線をその道路の境界線

とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離２メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これら

に類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離４

メートルの線をその道路の境界線とみなす。 
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●各種供給処理施設（ガス・上下水道等）の利用にあたっては、各供給事業者と十分協議して

ください。なお、利用にあたって必要な工事等については、落札者の負担において行ってい

ただくことになります。 

（解体撤去の対象物） 

●本物件は、建物等解体・撤去条件付となります。現地見学会で建物等の現況をご確認くださ

い。 

（ 位 置 図 ） 

●位置図は、現地調査のための参考資料ですので、道路の整備や建物の新築・解体などにより

現況と相違している可能性があります。なお、現況と異なる場合は現況が優先します。 

（ 画 地 図 ） 

●画地図は、あらかじめ現地の概要をつかんでいただくために作成した図面で、現況を全て正

確にあらわしたものではありません。現地の状況は、必ず入札参加者ご自身でご確認くださ

い。なお、現況と異なる場合は現況が優先し、契約後も現況のままの引渡しとなります。 
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物 件 調 書           
 

所 在 地     
地  番 神戸市垂水区本多聞２丁目 11 番１ 

住居表示 神戸市垂水区本多聞 2 丁目 11 街区 

地    目 公 簿 宅  地 現 況 宅  地 

面    積 公 簿 ６，６９９.８４㎡ 実 測 ６，６９９.８４㎡ 

地    勢 平  坦（道路との高低差及びスロープあり） 

区 域 区 分 市街化区域 用 途 地 域      第２種住居地域 

建 ぺ い 率       ６０％ 容 積 率      ２００％ 

高 度 地 区 第５種高度地区 防 火 地 域 指定なし 

そ の 他 制 限       宅地造成工事規制区域 

道 路 状 況       

北東側 幅員約６．０ｍの公道〔４２条１項１号〕 

南東側 幅員約２０．０ｍの公道〔４２条１項１号〕 

西 側 幅員約２．０ｍの河川管理用通路〔建築基準法上の道路でない〕 

電    気 関西電力㈱ ／前面道路[北東]・[南東]に配線有 

ガ    ス 
大阪ガス㈱ ／前面道路[北東]に 80mm 及び 100mm、[南東]に 80mm 及び 150mm の低圧管

が配管有 

水    道 神戸市水道局／前面道路[北東]・[南東]に 150mm の管が配管有 

下 水 道       神戸市建設局／前面道路[北東]・[南東]に 250mm の管が配管有 

工 業 用 水       神戸市水道局／無 

最寄り駅等 ＪＲ「舞子」駅から市バス・山陽バス「本多聞２丁目」まで約２０分、バス停より徒歩約３分 

境    界 道路明示 有 境界確認 有 境界標 有 

現    況 擁壁等 コンクリート擁壁有 地下基礎等 下記参照 

そ の 他 特 記       

事    項 

・本物件は、建物等解体・撤去条件付一般競争入札となります。詳しくは 25・26 ページを

ご参照ください。 

なお、最低売却価格は、残存する建物等の解体・撤去費に相当する額を土地価格から減

額して算定しています。残存する建物等の解体・撤去費は、全て買主の負担となりま

す。 

・売却対象地は、神戸国際港都建設事業新多聞土地区画整理事業区域として整備された土

地を神戸市水道局が取得し、昭和 50 年度から水道局垂水センターとして使用していま

した。そのため、地下基礎等の調査は実施していません。 

・売却対象地の一部は、兵庫県により「家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）」等に指定

されています。 

詳しくは、兵庫県ＣＧハザードマップ（https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp）を 

ご確認ください。 

・売却対象地に建築物を計画する場合、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第 20

条（通称「がけ条例」）の適用を受ける場合があります。詳しくは、建築住宅局建築指

導部建築安全課（TEL:078-595-6562）までお問い合わせください。 

・売却対象地の擁壁の利用又は改修については、建設局防災課宅地審査係（TEL:078-595-

6353）までお問い合わせください。 

・売却対象地は「神戸市都市空間向上計画」において、「駅・主要バス停周辺居住区域

（居住誘導区域）」内にあります。一定の開発や建築行為等を行う場合は、届出が必要

となります。 

詳しくは、神戸市ホームページ内「神戸市都市空間向上計画（立地適正化計画）」 

（https://www.city.kobe.lg.jp/a84931/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/toshikukan/index.html） 

をご確認ください。届出先：都市局都市計画課（TEL:078-595-6709） 

・本物件は、現地見学会への参加が入札参加申込み条件となり、現地見学会を令和５年 11

月 21 日(火)午前 10 時～午後３時 30 分実施します。見学をご希望の方は、「現地見学

会参加申込書」を持参により提出してください。詳しくは５ページをご参照ください。 

本物件は現況での引渡しとなりますので、現地見学会で売却対象地の建物・工作物及び

構造物・樹木等を、必ず確認してください。 
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解体・撤去の対象となる建物等 

名称 構造 地上階数 延床面積(㎡) 

① 事務所棟 鉄筋コンクリート造 ２ ２，２３３.６５ 

② 書庫 鉄骨造 １ ２４．３０ 

③ 書庫・更衣室 鉄骨造 １ ５２．６５ 

④ 車庫 鉄骨造 １ ７２４．７５ 

⑤ 駐輪場 鉄骨造 １ １９．６０ 

⑥ 油庫 コンクリートブロック造 １ ３．９８ 

⑦ 高圧受電設備    

【留意事項】 

本物件は、建物等解体・撤去条件付となります。 

建物図面・石綿含有調査結果(抜粋)は、現地見学会参加申込み時に配布します。 

  買受人は、土地引渡しの日から 2 年以内に、上記の対象となる建物等の解体及び撤

去を完了するものとします。これに要する一切の費用は、買受人の負担とします。 

  解体及び撤去の範囲は、建物のほか、地下埋設物、建物の付帯工作物及び構造物、

植栽等も含みます。 

  土地の引渡し日から、建物等の管理責任は買受人にあるものとし、十分な注意をも

って建物等を管理してください。この場合に必要な費用は、買受人の負担としま

す。 

  令和 5年 3月に実施した、石綿含有建材調査の結果、石綿含有の建材はすべて非飛

散性建材であり、大きな劣化もない為、現状維持の状態で特に問題はありませんで

した。解体時は、法や条例に基づく届け出、有資格者による事前調査、作業基準を

遵守した石綿含有建材の除去を行ってください。また、法に基づいて、買受人の責

任で、解体工事等の際に、採取・分析を行ってください。 

  買受人は、解体撤去の工事概要・計画等及びその後の建築計画について、事前に近

隣住民へ説明を行ってください。 

  買受人は、解体撤去工事等に伴い、第三者から苦情や意義申し立てがあった場合

は、買受人の責任を持って解決するとともに、第三者に危害や損害を与えた場合

は、その責を負うものとします。 

  建物は未登記ですが、引渡しの対象です。神戸市水道局では、表示・保存の登記は

行いません。 

  買受人は、解体撤去が完了した時は、速やかに神戸市水道局に書面で報告を行って

ください。 
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① 

⑤ 

⑥ 

① 事務所棟 

② 書庫 

③ 書庫・更衣室 

④ 車庫 

⑤ 駐輪場 

⑥ 油庫 

⑦ 高圧受電設備 

 

建 物 等 配 置 図 

⑦ 

④ 

② 

③ 
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 位 置 図 
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令和５年  月  日 

 神戸市水道局経営企画課宛 

現地見学会参加申込書 

法人名  

担当部署  

参加者代表名 参加者:計   名 

電話番号  

当日連絡先  

 

※現地見学会参加 確認事項※ 

  開催日時は令和５年１１月２１日(火)午前１０時～午後３時３０分です。 

  売却物件内の駐車場をご利用ください。 

  安全に配慮しながら自身の責任において見学をお願いします。 

  売却物件建物内は、電気を遮断しています。暗い箇所もありますので、各自懐中電灯等をご用

意ください。 

  建物内のトイレは使用できません。(水道閉栓のため) 

  建物及び敷地内(自動車内含む)及び周辺道路は禁煙(電子たばこ含む)でお願いします。 

  現地での質疑は受け付けません。 

 

※神戸市水道局は、見学中の衣服の汚れや破れ、ケガ等、見学中に発生する一切の責任を負いませ

ん。参加者の責任で見学をお願いします。 

 

上記の注意事項等を確認しました。 

現地見学会 参加者(代表)                 ㊞ 

 

 

【現地見学会 参加申込受付】 

受付期間：令和５年１１月１３日(月)から令和５年１１月１７日(金)まで 

受付時間：午前９時～１２時、午後１時～５時 

受付場所：神戸市中央区橘通３丁目４番２号(水道局総合庁舎４階) 

      神戸市水道局経営企画課(TEL:078-381-7836) 

 

 

水道局 受付印 

参加申込書の写しをお渡ししますので、現地見学会の当日にご持参ください。 

様 式 ① 
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質 問 票 

 

送信先：神戸市水道局経営企画課  Email:katsuyou_wb@office.city.kobe.lg.jp 

「現地見学会参加申込書」記載の法人名等 

法人名   （                            ） 

担当部署  （                            ） 

担当者名  （                            ） 

電話番号  （                            ） 

返信先 Email（                            ） 

 

件名：条件付一般競争入札についての質問 

 

 

様 式 ② 
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様 式 ③ 

令和５年  月  日 

神戸市水道事業管理者 宛 

郵便番号 ○○○－○○○○ 

住 所  神戸市中央区○○町○丁目○番○号      

                      

入札者      株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

 神
こう

戸
べ

不
ふ

動
どう

産
さん

  

 氏 名
ふりがな

  代表取締役 神 戸
こ う べ

 太 郎
た ろ う

     実印

電話番号 (      )    － 

※印鑑登録証明書のとおりに記載してください。 

※氏名には、ふりがなを記載してください。 

※法人の場合は、代表者の記載が必要となります。 

「一般競争入札」 

入 札 参 加 申 込 書 兼 誓 約 書 

本入札の参加資格、条件、内容等を確認のうえ、入札参加を申し込みます。なお、落札した場合には、落札価格をもって申込物

件を売却くださいますようお願いします。また、落札しても契約を締結しなかった場合や契約を履行しなかった場合などには、一

定期間入札参加者の資格を喪失することがあることを承知しております。 

また、私が、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、

その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸

市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当する者）に該当しな

いこと、並びにこの申込書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

１．入札参加申込物件 

所   在   地 

神戸市垂水区本多聞２丁目１１番１ 

２．添付書類 

  ①印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） ②登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕（法人のみ） 

３．その他 

 （1）購入後の利用予定計画（参考） 

   賃貸マンション経営                                    

 （2）書類送付先(どちらかを○で囲む)                  

住  所： ・                                                 

電話番号：          ・         ℡   （   ）      

宛  名：          ・                             

 (3)今回の入札を知ったきっかけ（あてはまるものを選択し○を付けてください） 

  ダイレクトメール・現地看板・神戸市ＨＰ・チラシ・その他（              ） 

※いただいた個人情報は、入札参加資格確認のために警察等関係機関への照会資料として使用する場合があります。 

神戸市水道局使用欄 

管理番号 調定番号 入札書到着日 保証金確認 入札結果 返還処理日 

      

 

利用予定計画は、申込
み時点での計画を記
入してください。 

記 入 例 ※文字及び数字は、はっきりと読みや

すい字で記入してください。 

○個人の場合は、下記のとおり印鑑登録証

明書のとおりに記載してください。  

神戸市灘区○○町○丁目○番○号 

 灘
なだ

 次郎
じろう

  実印 

○法人の場合は、代表者の記載が必要です。 

○連名で申し込む場合は、必ず下記のとお

り連名者全員の記載をしてください。 

 神戸市中央区○○町○丁目○番○号 

 株 式
かぶしき

会 社
がいしゃ

神戸
こうべ

不 動 産
ふどうさん

 

 代表取締役 神戸
こ う べ

 太郎
た ろ う

  実印 

 

 神戸市兵庫区○○町○丁目○番○号 

 株 式
かぶしき

会 社
がいしゃ

兵 庫
ひょうご

不 動 産
ふどうさん

 

 代表取締役 兵庫
ひょうご

 三郎
さぶろう

  実印 

 

① どちらかを○で囲ってください。 

② 住民登録や登記の住所以外に送付を

希望する場合のみ右欄に記入してくだ

さい(郵便番号・電話番号も必ず記入

してください)。 

〒   －      

入札者欄に同じ 右記のとおり 

右記のとおり 

右記のとおり 

入札者欄に同じ 

入札者欄に同じ 

性 別 

男・女 

いずれかを○で囲ってください。複数

に○をしていただいても構いません。 
その他の場合は（ ）内に具体的に記

載をお願いします。 
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様 式 ③ 

令和５年  月  日 

神戸市水道事業管理者 宛  

郵便番号    －      

   住 所                       

                      

入札者 

       氏 名
ふりがな

                    実印 

電話番号  （   ）    －       

※印鑑登録証明書のとおりに記載してください。 

※氏名には、ふりがなを記載してください。 

※法人の場合は、代表者の記載が必要となります。 

「条件付一般競争入札」 

入 札 参 加 申 込 書 兼 誓 約 書 

 本入札の参加資格、条件、内容等を確認のうえ、入札参加を申し込みます。なお、落札した場合には、落札価格をもって申込物

件を売却くださいますようお願いします。また、落札しても契約を締結しなかった場合や契約を履行しなかった場合などには、一

定期間入札参加者の資格を喪失することがあることを承知しております。 

また、私が、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、

その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸

市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当する者）に該当しな

いこと、並びにこの申込書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

１．入札参加申込物件 

所   在   地 

神戸市垂水区本多聞２丁目１１番１ 

２．添付書類 

  ①印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） ②登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕（法人のみ） 

３．その他 

 （1）購入後の利用予定計画（参考） 

                                               

 （2）書類送付先(どちらかを○で囲む)                  

住  所： ・                                                 

電話番号：          ・         ℡   （   ）      

宛  名：          ・                             

 (3)今回の入札を知ったきっかけ（あてはまるものを選択し○で囲んでください） 

  ダイレクトメール・現地看板・神戸市ＨＰ・チラシ・その他（              ） 

※いただいた個人情報は、入札参加資格確認のために警察等関係機関への照会資料として使用する場合があります。 

神戸市水道局使用欄 

管理番号 調定番号 入札書到着日 保証金確認 入札結果 返還処理日 

      

 

入札者欄に同じ 右記のとおり 

〒   －      

入札者欄に同じ 

入札者欄に同じ 

性 別 

男・女 

右記のとおり 

右記のとおり 
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様 式 ④ 

 

令和５年  月  日 

神戸市水道事業管理者 宛  

    

住 所  神戸市中央区○○町○丁目○番○号  

（入札者） 

委任者             株 式 会 社  神 戸 不 動 産        

  氏 名 代表取締役 神 戸 太 郎  実印   

 

 

「条件付一般競争入札」 

委    任    状 

 

私は、下記の者をもって代理人と定め、下記物件の売り払いにかかる「一般競争入札」への参加、 

売買契約の締結並びにこれらに付帯する一切の権限を委任します。 

 

１．入札物件の表示 

所   在   地 

神戸市垂水区本多聞２丁目１１番１ 

 

２．代理人（受任者） 

代理人（受任者） 届出印 

住  所 
  

ふりがな 

氏  名  

生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ  年  月  日 性別 男・ 女 

電話番号 （      ）        － 

※届出印には、スタンプ印を使うことはできません。 

※受任者本人が確認できるもの（社員証・運転免許証など）を提示してください。 

※いただいた代理人（受任者）の個人情報は、入札参加資格確認のために警察等関係機関への照会 

資料として使用する場合があります。 

 

 

（この様式は、神戸市水道局ホームページからダウンロードできます。） 

 

記 入 例 

○個人が代理人となる場合       ○別法人の社員が代理人となる場合 
 ○○○－○○○○           ○○○－○○○○ 

神戸市須磨区○○町○丁目○番○号   神戸市兵庫区○○通○丁目○番○号 

 須磨
す ま

 四郎
し ろ う

              株式会社 兵庫
ひょうご

不動産
ふどうさん

 

                    代表取締役 兵庫
ひょうご

 三郎
さぶろう

 

 
※個人の場合、住所は住民登録をしている住所としてください。 
※代理人の届出印は実印である必要はありません。ただし、スタンプ式印鑑を使

用することはできません。 

※「入札参加申込書兼誓約書」の 

とおりに記載してください。 
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様 式 ④ 

 

令和５年  月  日 

神戸市水道事業管理者 宛  

    

住 所                                   

                   （入札者） 

委任者                                   

  氏 名               実印  

 

 

「条件付一般競争入札」 

委    任    状 

 

私は、下記の者をもって代理人と定め、下記物件の売り払いにかかる「一般競争入札」への参加、 

売買契約の締結並びにこれらに付帯する一切の権限を委任します。 

 

１．入札物件の表示 

所   在   地 

神戸市垂水区本多聞２丁目１１番１ 

 

２．代理人（受任者） 

代理人（受任者） 届出印 

住  所 
  

ふりがな 

氏  名 

 

生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ  年  月  日 性別 男・ 女 

電話番号 （      ）        － 

※届出印には、スタンプ印を使うことはできません。 

※受任者本人が確認できるもの（運転免許証・社員証など）を提示してください。 

※いただいた代理人（受任者）の個人情報は、入札参加資格確認のために警察等関係機関への照会資料

として使用する場合があります。 

 
（この様式は、神戸市水道局ホームページからダウンロードできます。） 
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様 式 ⑤ 

令和  年  月  日 

神戸市水道事業管理者 宛  

               郵便番号 ○○○－○○○○ 

住 所 神戸市中央区加納町○丁目○番○号    

申請者     株 式 会 社  神 戸
こ う べ

不 動 産
ふどうさん

       

氏
ふり

名
がな

 代表 取締 役 神 戸
こ う べ

 太 郎
た ろ う

     実印 

電話番号（   ）    － 

※住所・氏名は、印鑑登録証明書のとおりに記載してください。 

※氏名には、ふりがなを記載してください。 

※法人の場合は、代表者の記載が必要となります。 

 

「一般競争入札（随意契約）」 

市 有 不 動 産 売 却 願 兼 誓 約 書 

「一般競争入札」実施要領及び土地売買契約書等を承知のうえ、下記のとおり売却くださいますようお願いします。 

また、私が、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員、役員もしくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、

その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸

市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当する者）に該当しな

いこと、並びにこの申込書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

１．売却希望金額 

金 額 

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

          

          

２．物件の表示 

所   在   地 

神戸市垂水区本多聞２丁目１１番１ 

３．添付書類 

  ①印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

  ②登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕（法人のみ） 

【 注 意 事 項 】 

※インク又はボールペンにより記入してください。 

※数字は算用数字ではっきりと記載してください。また、金額初めの数字の前に必ず「￥マーク」を記入してくださ

い。「￥マーク」の記入が無い場合、無効となります。 

※記入事項の訂正には、必ず、二重線により抹消のうえ、訂正印を押印し、その上部の空所に記入してください。 

※一度提出した売却願の引換え、変更を行うことはできません。 

※いただいた個人情報は、入札参加資格確認のために警察等関係機関への照会資料として使用する場合があります。 

（この様式は、神戸市水道局ホームページからダウンロードできます。）

記 入 例 

○個人の場合は、下記のとおり印鑑登録証

明書のとおりに記載してください。  

神戸市灘区○○町○丁目○番○号 

 灘
なだ

 次郎
じろう

  実印 

○法人の場合は、代表者の記載が必要です。 

○連名で申し込む場合は、必ず下記のとお

り連名者全員の記載をしてください。 

 神戸市中央区○○町○丁目○番○号 

 株 式
かぶしき

会 社
がいしゃ

神戸
こうべ

不 動 産
ふどうさん

 

 代表取締役 神戸
こうべ

 太郎
たろう

  実印 

 

 神戸市兵庫区○○町○丁目○番○号 

 株 式
かぶしき

会 社
がいしゃ

兵 庫
ひょうご

不 動 産
ふどうさん

 

 代表取締役 兵庫
ひょうご

 三郎
さぶろう

  実印 

性 別 

男・女 

※算用数字ではっきりと記載してください。 

※金額初めの数字の前に必ず「￥マーク」を記入してください。

「￥マーク」の記入がない場合は、無効となります。 

※金額を訂正する場合は、必ず二重線により抹消のうえ、実印で

訂正印を押印し、その上部の空所に記入してください。 

※文字及び数字は、はっきりと読みや

すい字で記入してください。 

-35-



様 式 ⑤ 

令和  年  月  日 

神戸市水道事業管理者 宛 

郵便番号    － 

住 所                     

申請者 

氏 名
ふりがな

                                  実印 

電話番号（   ）    － 

※住所・氏名は、印鑑登録証明書のとおりに記載してください。 

※氏名には、ふりがなを記載してください。 

※法人の場合は、代表者の記載が必要となります。 

                               

「条件付一般競争入札（随意契約）」 

市 有 不 動 産 売 却 願 兼 誓 約 書 

「条件付一般競争入札」実施要領及び土地売買契約書等を承知のうえ、下記のとおり売却くださいますようお願いします。 

また、私が、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、

その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸

市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当する者）に該当しな

いこと、並びにこの申込書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

１．売却希望金額 

金 額 

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

          

          

２．物件の表示 

所   在   地 

神戸市垂水区本多聞２丁目１１番１ 

３．添付書類 

  ①印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

  ②登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕（法人のみ） 

※いただいた個人情報は、入札参加資格確認のために警察等関係機関への照会資料として使用する場合があります。 

（この様式は、神戸市水道局ホームページからダウンロードできます。） 

 
 

【 注 意 事 項 】 

※インク又はボールペンにより記入してください。 

※数字は算用数字ではっきりと記載してください。また、金額初めの数字の前に必ず「￥マーク」を記入してくだ

さい。「￥マーク」の記入が無い場合、無効となります。 

※記入事項の訂正には、必ず、二重線により抹消のうえ、訂正印を押印し、その上部の空所に記入してください。 

※一度提出した売却願の引換え、変更を行うことはできません。 

性 別 

男・女 

-36-



 

【問い合わせ先】 

神戸市水道局経営企画課 

〒６５０－００１６ 

神戸市中央区橘通３丁目４番２号 

神戸市水道局総合庁舎４階 

電 話：０７８－３８１－７８３６（直通） 

ホームページ：https://kobe-wb.jp/news/tarumi/ 

※ 開発許可申請については、土地の利用形態により必要となる場合がありますので、

詳しくは都市局都市計画課推進係（TEL:078-595-6711）にご相談ください。 

※ 3,000㎡以上の土地の形質の変更をしようとする時は、土壌汚染対策法に基づく

届出 が必 要と なる場 合が あり ます 。詳 しく は 、環 境局環境 保全課

（TEL:078-595-6226）にご相談ください。 
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